
勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助金交付要綱 

令和８年４月１日 

告示第３２号 

（通則） 

第１条　勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に 

ついては、他の法令等及び勝浦市補助金等交付規則（昭和４４年勝浦市規則第１６号）

の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条　この補助金は、市が定める社会的事業の分野においてデジタル技術を活用して地 

域課題解決を目的として新たに起業する者に対して、民間団体等が起業に必要な経費の

一部を補助する事業及び事業立ち上げ等に関する伴走支援の事業（以下「起業支援事

業」という。）の実施に要する経費を補助することにより、市内における創業を促進

し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条　この要綱において、次に掲げる用語の意味は、各号に定めるところによる。 

(1)　市が定める社会的事業の分野 

市が直面している人口減少や少子高齢化で顕在化した地域課題の解決に資する 

分野とし、地域活性化関連、まちづくりの推進、子育て支援、社会福祉関連、買 

物弱者支援などの課題に対応するものとする。 

(2)　中小企業者等 

　　 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業 

者又は企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人をいう。 

(3)　新たに起業する者 

次のアからウに該当する者とする。 

ア　国の交付決定以降、補助金の交付決定を受けた補助事業の事業期間完了日まで 

に市内において新たに事業を開始するための準備を行うとともに、中小企業者等 

として個人事業の開業届出を行うこと又は会社若しくは組合（以下「法人等」と 

いう。）を新たに設立して、その代表者となる者をいう。ただし、事業承継、又 



は第二創業をする場合にあっては、補助事業の公募開始日より前にすでに設立さ 

れている法人等、あるいは開業届がなされている個人事業主も対象とする。 

イ　個人事業主にあっては、市内に居住、又は居住を予定している者であること。 

ウ　法人等にあっては、法人等の登記又は個人事業の開業の届出を市内で行う者で 

あること。 

（補助対象事業） 

第４条　補助金の交付の対象となる事業「起業支援事業」は、第２条の目的を達するため 

に、市内全域における起業支援事業を最も効率的かつ適切に遂行する能力を有する者と 

して、別紙１「勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助対象者採択基準」により採択さ 

れた民間団体等（以下「執行団体」という。）が行う事業（以下「補助事業」という。） 

とする。 

（執行団体が行う業務） 

第５条　執行団体が行う業務は次の各号に定めるものとする。 

(1)　新たに起業する者に対しての補助金の交付 

ア　補助金の支給対象者の公募、申請事業計画の審査採択決定、交付申請に係る規程

等の制定（審査については社会的事業に知見を有する者等からなる外部委員会によ

る審査を実施することとし、外部委員には１名以上、実際に起業事業経営を行った

経験を有する者を交えることとする。） 

イ　別紙２記載の「補助金の支給に関する要件」に該当する者が有する事業計画の審 

査により補助金の支給の採択を受けた者（以下「起業者」という。）に対する交付 

決定業務 

ウ　起業者の事業実態（交付決定事業開始及びその後の事業運営）の確認 

エ　起業者に対し支払うべき額の確定検査 

オ　補助金の支払い（精算払い） 

カ　交付決定事業終了後の起業者の事業化及び収益状況に係る市への報告（５年間） 

キ　起業者の財産管理の監督 

ク　その他、補助金の交付をより効果的に行うための付随的業務として、市長が必要 

と認める業務 



(2)　伴走支援 

ア　申請事業計画の確認・相談（申請書の作成代行は不可） 

イ　起業者の事業計画相談対応 

ウ　起業者の進拔状況の確認 

エ　起業者の経理処理状況の管理指導 

オ　起業者の販路開拓等の経営支援 

カ　起業者相互のネットワーク形成支援 

キ　地域での事業継続に係る支援 

ク　その他、起業者への伴走支援をより効果的に行うための付随的業務として、市長 

が必要と認める業務（補助金の交付決定後、全ての起業者に対し、定期的に訪問又 

はオンラインによる面談 を実施し、事業実態の確認を含めて支援を実施することと 

する。） 

（補助対象経費） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とし、その区分

は別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。 

（補助金の交付申請） 

第７条　執行団体は、補助金の交付の申請をしようとするときは、市長に対し、勝浦市地

域課題解決型起業支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を

添付して補助金の交付の申請を行うものとする。 

(1)  　事業計画（実績）書（ 別記第２号様式） 

(2)  　補助金交付申請額算出調書（ 別記第３号様式） 

(3)  　経費の配分調書（ 別記第４号様式） 

(4)  　事業予算書（ 別記第５号様式） 

(5)  　資金収支計画書（ 別記第６号様式） 

(6)　  その他市長が必要と認める書類等 

２　前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭



和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助

率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合に

は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

３　前項ただし書きの場合にあっては、次のとおりとする。 

(1)　執行団体は、勝浦市地域課題解決型起業支援事業実績報告書（別記第７号様式）

（以下「実績報告書」という。）の提出に当たって、各事業実施主体の当該補助金に

係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額とし

て控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定

する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）が明らかとなった場合には、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額報告

書（別記第８号様式）によりこれを補助金額から減額して報告しなければならない。 

(2)　執行団体は、実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の確定申告により各 

事業実施主体の当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金 

額（実績報告において、前項により減額した事業実施主体については、その金額が減 

じた額を上回る部分の金額）を速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還し 

なければならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条　市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る 

書類等の審査等により、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、勝浦市地域

課題解決型起業支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（別記第９号様式）により執

行団体に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条　市長は、前条による補助金を交付する場合は、第１１条から第１７条まで及び第 

１９条の条件を付すものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条　補助金の交付を申請した者は、第８条の規定による通知を受けた場合におい 



て、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があると 

きは、当該通知を受理した日から１０日以内に、申請の取下げをすることができる。 

（計画変更の承認等） 

第１１条　執行団体は、補助事業の内容変更を実施する場合は、勝浦市地域課題解決型起

業支援事業計画変更承認申請書（別記第１０号様式）により、あらかじめ市長の承認を 

受けなければならない。ただし、補助事業の目的に変更をきたさない場合で、その事業 

量又は事業費について、２０パーセント以内の変更の場合は、この限りでない。 

（補助事業の中止等） 

第１２条　執行団体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、勝浦

市地域課題解決型起業支援事業中止（廃止）申請書（別記第１１号様式）を提出し、市 

長の承認を受けなければならない。 

（事業遅延等の報告） 

第１３条　執行団体は、補助事業を予定の期間内に完了しないとき又は、補助事業の遂行 

が困難になったときは、勝浦市地域課題解決型起業支援事業執行遅延（不能）報告書（ 

別記第１２号様式）により速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１４条　執行団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財 

産等」という。）については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理 

し、かつ、補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。 

２　取得財産等のうち、市長が定めるもの（以下「処分制限財産」という。）は、取得価

格又は効用の増加価格が５０万円以内の財産とする。 

３　執行団体は、処分制限財産について台帳を設け、保管状況を明らかにしなければなら 

ない。 

４　執行団体は、処分制限財産について、補助対象事業の完了の年の翌年から起算して減 

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年 

数を経過することとなるまでの期間（以下「処分制限期間」という。）において、この 

補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供し 

ようとする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ市長の承認を受 



けなければならない。ただし、交付された補助金の全部に相当する額を納付した場合は、 

この限りではない。 

５　前項の申請により承認を受けた場合において、補助金の全部又は一部の金額に相当す 

る納付金を納付する条件が付されたときは、当該納付金を指定された期日までに納付し 

なければならな い。 

６　前項に定める場合を除くほか、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処 

分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金 

を市に納付させることができるものとする。 

（産業財産権等に関する届出等） 

第１５条　執行団体は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許、実用新案登録、 

意匠登録、著作権等（以下「産業財産権等」という。）を補助事業年度又は補助事業年 

度終了後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権 

を設定した場合には、当該年度の終了後３０日以内に勝浦市地域課題解決型起業支援事 

業に係る産業財産権等取得等届出書（別記第１３号様式）により市長に届出しなければ 

ならない。 

（状況報告） 

第１６条　市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、執 

行団体に対して当該補助事業の遂行に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせる 

ことができる。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第１７条　市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交 

付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、 

その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

（実績報告） 

第１８条　執行団体は、補助事業が完了したとき（第１２条の規定による補助事業の中止 

等の承認を受けたときを含む。）は、その日から３０日以内又は３月１０日のいずれか 

早い日までに、実績報告書を市長に提出しなければならない。 

２　前項の実績報告に当たっては、次の書類を添付するものとする。 



(1)　　事業計画（実績）書（別記第２号様式） 

(2)　　経費の配分調書（別記第４号様式） 

(3)　　補助金精算書（別記第１４号様式） 

(4)　　事業精算書（別記第１５号様式） 

(5)　第１４条第３項に規定する処分制限財産の台帳の写し 

(6)　その他市長が別に指示する書類 

（帳簿及び書類の備付け） 

第１９条　執行団体は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経 

費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、補助事業の完了日の属する 

会計年度の終了後から５年間保存しなければならない。ただし、処分制限期間を経過し 

ない処分制限財産を有する場合は、当該処分制限期間を経過することになるまでの間、 

財産管理台帳、その他関係書類を整理・保管しなければならない。 

（補助金の額の確定及び通知） 

第２０条　市長は、第１８条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査 

し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件 

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告を受けた日から 

２０日以内に補助金交付額確定通知書（別記第１６号様式）により執行団体に通知しな 

ければならない。 

（補助金の交付） 

第２１条　補助金は、前条の規定により補助金の額を確定したのち、交付するものとす 

る。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。 

２　執行団体は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金概算払

請求書（別記第１７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助決定等の取消し等） 

第２２条　市長は、執行団体が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は 

この要綱に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

（事業の実施状況の報告） 

第２３条　執行団体は、補助事業の完了年度の翌年度以降５年間、毎会計年度終了後、３ 



０日以内に、当該補助事業に係る過去１年間の事業実施状況などについて、勝浦市地域

課題解決型起業支援事業に係る事業実施状況報告書（別記第１８号様式）により市長に 

報告しなければならない。 

２　市長は、必要に応じて、執行団体に対して、前項の報告に係る資料の提出を求め、現 

地調査をすることができる。 

３　執行団体は第１項に係る証拠書類を当該報告書の内容に係る会計年度終了後３年間保 

存しなければならない。 

（収益納付） 

第２４条　市長は、前条の報告書により、執行団体に当該補助事業の実施結果の事業化、 

産業財産権等の譲渡若しくは実施権の設定又は補助事業に基づく成果の他への供与に 

より収益が生じたと認めるときは、執行団体に対し、その収益の全部又は一部に相当 

する金額を市に納付させることができるものとする。 

２　前項の規定により納付を命ずることができる金額の合計は、補助金の確定額の合計額 

を上限とする。 

（起業者へ交付の際の伏すべき条件） 

第２５条　執行団体は、起業者に対する補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付決 

定の際に付けられた条件と同一の条件を付さなければならない。 

２　執行団体は、前項の規定により付した条件等によって補助金に係る返還等があったと 

きは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

３　執行団体は、起業者に対する補助金の支払に必要な経費として第２１条第１項ただし 

書による補助金の支払を受けたときは、遅滞なく、起業者に補助金を支払わなければな 

らない。 

（その他） 

第２６条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については別に 

定める。 

 

附　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
 



別表（第６条関係） 
 

補助対象経費区分 補助率

 ・補助費（起業者への補助） 

・報償費、人件費、事務所等借料、旅費、会議費、借料、通信

運搬費、水道光熱費、消耗品費、雑役務費、外注費、委託費、

広報・周知費、その他市長が必要と認める経費 

 

※報償費については、外部審査委員への謝金等の他、執行団体

以外の起業支援機関等と連携した起業等に関する伴走支援業務

等を行う場合においても対象とする。 

ただし、他事業と合同で実施する場合には、本事業に係る部分

のみを対象経費とする。 

※人件費については、起業支援事業に直接従事する従業員に対

して支払う給与・賃金に限る。

１０分の１０
以内


